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学位論文内容の要旨

  今後の国際漁業管理に関して，地域漁業管理機関（以下，地域機

関）は重要な論点を提供する。既に距岸200海里の海域は，沿岸国

が生物資源の保存管理について主権的権利を持つことで一応の決着

がっいている。残された問題はス卜ラドリングストック，高度回遊

性魚種（以下，SS-HMS）及び公海資源の漁業管理の管轄権と

貢任の所在であると言われる。SS-HMSに関して1995年に採択

された国連協定では，資源の保存管理の具体的方法の決定や取締に

関して地域機関の役割を強化する方向が示されている。

    しかしながら地域機関による漁業管理の成功が容易ではないこと

は明らかである。既に地域機関自体は幾っも存在しているが，それ

らに関して様々な問題が指摘されている。その要因解明について

も，また地域機関の展望の問題に関しても，従来の研究が個別の地

域機関の実態を明らかにすることに重きを置き，国際漁業管理を一

般化して評価するという視点が希薄であったと言わざるを得ない。

  そ こ で本 論 文の 課 題 とし て 以下 の 3点 を 設定した 。

＠現在の地域機関の役割，機能を明らかにする為に国際漁業管理の

歴史を振り返る。

◎地域機関による漁業管理を理解し評価する為の分析枠組みの理論

を展開する。

◎ ◎ の 視 点 に 基 づ き 地 域 機 関 の 実 態 を 分 析 す る 。

  第一に｜資源の保存管理措置は，公海自由の原則と両立じうるも

の（漁期・漁場・漁具・体長規制，及びオリンピック制の下での漁

獲量規制）から始まった。これに対し，過剰投資，漁期の短縮，漁
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獲競争の結果が漁業技術力・経済カにより規定されることへの不満

といった問題が認識されるに至って，各国ーのクォータ割当方式が

広く採用される様になった。ところが，新規参入国に割り当てられ

るクォータは一般に少なかったことから，非加盟国問題が深刻化し

た。200海里水域の定着後にはSS-HMSの管理が国際間題とな

り，国連会議で論議されたものの問題を先送りする形で地域機関の

役割が強化された。現在の地域機関には，資源管理機能として不確

実性の減少を，管理主体機能として効率的な漁業管理の実施を，冨

の分配機能としての公正性を，それぞれ実現することが期待されて

いる。

  第二に，個別性の強い地域機関の実態を，D.C．ノースの計量経済

史理論の演繹的展開を媒介としてI共通の座標軸に乗せて分析する

ことによりI従来指摘されてきた地域機関に関する諸問題がなぜ回

避出来なかったか，あるいは回避出来る可能性はあるかといった問

題の分析枠組みの理論を展開した。まず地域機関の設立を「共同体

的所有権」の創設，クォ―タの国家への割当を「私的所有権」の創

設と仮定した上で，費用便益の視点から分析した。次にIこの枠組

みの下で漁業管理措置が交渉によって決定されるメカニズムとそれ

が執行されるメカニズムを解明した。

    地域機関設立の必要性は，O乱獲状態を抑制しMSYの実現を図

るために排他的権利を創設する必要性，◎漁獲努力量を調整してレ

シトの消失を防止する為の単一の意思決定の必要性，から成る。但

し，地域機関の設立のためには，管轄権の境界確定，参加者の確

定，及び内部統治の為のルール作成といった費用がかかり｜これと

設立の便益との計算から地域機関の設立は決定される。設立された

地域機関を維持する費用は，排除費用（非加盟国による漁獲を阻止

する費用）と内部統治費用（MSYの決定・実現，レントの消失の

防止に関わる費用〕から成るが，両者は加盟国数に関して逆相関の

関係にある。また内部統治費用は，意思決定手続きとも関係する

が，意思決定の費用と執行の費用も逆相関の関係になることが多
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い 。 維 持 の 費 用 が 便 益 を 上 回 る 時 に は 地 域 機 関 は 機 能 不 全 に 陥 る 。

クォータの国家への割当は内部統治費用の点から説明出来る。総

漁 獲 量 規 制 の み で は ， レ ン ト の 消 失 が 起 こ る ば か り か ， 過 剰 投 資 が

進 ん で 各 漁 業 者 に 損 失 が 出 る 。 こ れ を 克 服 す る 有 効 な 方 策 と 考 え ら

れ る 「 資 源 の 分 割 私 有 」 を ， ク ォ ー タ と い う 擬 似 的 な 私 的 所 有 権 の

創 設 で 実 現 し た の が 各 国 ぺ の ク ォ ー タ 割 当 で あ る と 考 え た 。 ま た 害 ｜

当 後 に ク ォ ー タ の 移 譲 が 行 わ れ る が ， こ の 際 の 取 弓 1費 用 は 高 く ， 最

初 の 割 当 が 効 率 性 実 現 に お い て 大 き な 意 味 を 持 つ 。 さ ら に こ れ に 関

し て は 公 正 性 の 点 か ら も 検 討 課 題 ・ と な る 。

地域機，関では意思決定に際し，交渉カを持っものの利害が反映さ

れ る 。 加 盟 国 の 交 渉 カ を 規 定 す る も の に は 漁 獲 実 績 ， 沿 岸 国 で あ る

こ と ， 資 源 調 査 等 へ の 貢 献 ， 評 判 ・ は っ た り ・ 印 象 が あ り ， 各 国 は

費用便益の点から引き合うならぱ交渉力増大のためにこうした事柄
に投資を行う。

決 定 さ れ た 管 理 措 置 の 目 的 達 成 を 阻 害 す る も の に は ， 加 盟 国 に よ

る 違 反 操 業 ， 異 議 申 立 ， 非 加 盟 国 に よ る 操 業 が あ る が ， い ず れ も 強

制 的 に 措 置 を 執 行 さ せ る こ と が 不 可 能 で あ る 。 加 え て 一 般 に 漁 業 で

は 執 行 費 用 が 高 い 。 こ の た め 管 理 措 置 が 自 己 執 行 的 で あ る 必 要 が あ

る が ， そ の 要 件 は 違 反 の 責 任 の 所 在 が 特 定 さ れ る こ と ， 及 び 国 際 社

会 に お い て 評 判 が 重 要 で あ る こ と が 挙 げ ら れ る 。 さ ら に 漁 業 管 理 に

不 可 避 な フ リ ― ラ イ ダ ー 問 題 を 克 服 す る 上 で イ デ オ ロ ギ － ， す な わ

ち 管 理 措 置 が 正 当 で あ る と の 認 識 が 果 た す 役 割 が 大 き い と 考 え る 。

さ ら に 地 域 機 関 に よ る 漁 業 管 理 を 評 価 す る 際 の 基 準 と し て 不 確 実

性 へ の 対 応 （ 社 会 的 な 不 確 実 性 ， 資 源 的 な 不 確 実 性 ） ， 効 率 性 （ 漁

業 管 理 の 目 的 達 成 ， 漁 業 の 生 産 性 へ の 影 響 ， 漁 業 管 理 の 費 用 ） ， 及

び公正性（歴史的に変化する公正基準の実現）への対応の3点を挙
げて検討した。

第 三 に 実 証 的 な 考 察 を 行 っ た 。 1つ の 事 例 と し て ， ス ト ラ ド リ ン

グ ス ト ッ ク を 対 象 と す る 地 域 機 関 で あ る 北 西 大 西 洋 漁 業 機 関 （ NA

FO） を 1995年 の 「 カ ラ ス ガ レ イ 戦 争 」 に 焦 点 を 当 て て 取 り 上 げ



た ュ そ し て ， 漁 業 管 理 措 置 を 決 定 す る 際 に は ， 国 家 間 の 関 係 ， 資 源

デ ー タ の 多 寡 ， 意 思 決 定 過 程 に お け る 交 渉 カ が 重 要 な 意 味 を 持 つ ニ

と を 示 し た 。 ま た 沿 岸 国 が そ の 交 渉 カ を 発 揮 し て 漁 獲 実 績 を 無 視 し

た 管 理 措 置 が 決 定 さ れ て も ， そ の 執 行 が 異 議 申 立 に よ り 阻 害 さ れ る

過 程 を 考 察 し た 。 さ ら に ， 沿 岸 国 ， 実 績 国 の 両 者 に よ っ て 採 ら れ た

強 硬 策 が 両 方 に と っ て の 利 益 を 生 み 出 し た こ と ， 並 び に 二 大 国 の 意

向 が そ の 他 の 国 の 損 失 の 上 に 反 映 さ れ る 結 果 と な っ た こ と を 示 し

た 。 2つ 目 の 事 例 と し て ， 高 度 回 遊 性 魚 種 で あ る ミ ナ ミ マ グ ロ の 漁

業 管 理 を 取 り 上 げ た 。 自 主 規 制 か ら 排 他 的 な 三 国 間 協 定 を 経 て 地 域

機 関 へ と 変 遷 し た が ， 資 源 情 報 の 暖 昧 さ ， 漁 業 の 実 態 が 全 く 異 な る

こ と 等 か ら 見 解 の 対 立 が あ り ， 漁 業 管 理 措 置 は 硬 直 化 し て い る 。 同

時 に こ の こ と は 一 旦 決 定 さ れ た 管 理 措 置 は ， 地 域 機 関 内 外 の 状 況 が

変 化 し て も そ れ に 対 応 し て 変 更 さ れ る の が 困 難 で あ る こ と を 示 し て

い る 。 こ う し た 状 況 に 対 し ク ォ ー タ 移 譲 に よ っ て 実 態 上 の 融 通 が 図

ら れ て い る が ， こ れ に 関 わ る 効 率 性 ， 公 正 性 ， 及 び 管 理 措 置 の 執 行

の 問 題 を そ れ ぞ れ 指 摘 し た 。
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地域漁業管理機関に関する研究

  広域的、国際的に分布、．賦存する漁業資源は魚種別、地域別の資源特性を考慮し多

数の漁業関係国が参加する国際機関＝地域漁業管理機関（略称：地域機関）において

管理するのでなければ実効性がない。国連海洋法条約（UNC LOS）の採択・発行

によって公海は狭まったものの、こうした資源の管理は地域機関において強カな効果

が発揮されることが期待されている。このことは1992年の国連環境開発会議（UNC

ED）における取扱い（アジェンダ21）を経て、1995年に採択された「分布範囲が

排他的経済水域の内外に存在する魚類資源（SS）及び高度回遊性魚類資源（HMS）

の保存管理に関する国連協定」（国連公海漁業協定：UNIA）、並びに国連食料農業

機構（FAO）の取り組み等によって一層その存在と機能の重要性が認識されるよう

になった。現に、地球上には多くの地域磯関が存在して一定の役割を果たしていると

ニろである。そのため、今日地域機関の設立の動きが推奨され、またこれに過大な期

待をかける向きも見られる。

  しかしながら、実態はどうかと言えば、商業的漁業活動の妥当な規制は困難を極め、

また違反操業や資源配分問題、非加盟国の「フリ一・ライダー」問題なども発生し、

資源管理にとって解決困難な課題が山積している。従来の地域機関研究は、国際海洋

法研究の一環として行われる場合、個々の地域機関の沿革、内容、課題等に関する考

察、或いは利害各国の立場からの協議交渉や政策課題などに関するものが中心であっ

たと思われる（勿論、そもそも地域機関に関する研究は乏しいところに問題があるが）。

地域機関の歴史性、その今日的意義や限界、そして国際関係におけろその社会経済的

意味などに関し、地域議関を全体として考究する研究はこれからであるという感じが

強い。

  主論文は、地域機関の歴史を振り返りつつ、これに関説する従来の研究レビュー・を
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通して、上記のような意味での本格的な地域機関研究を展望しようというところにま

ず基本的な意義が見出せる。

  主論文において評価できる内容的展開は、＠まず海洋制度の展開の歴史のなかで地

域機関がいかなる位置づけが与えられてきたかを概観し、近年の国際会議における議

論と成果を整理していること。そのなかで200カイリ排他的経済水域（EEZ）の

定着後においてSS - HMS管理が急がれたという国際的事情の中で「国際会議で論

議された問題が先送りされる形で地域機関の役割が強化され」てしまったと考察し、

地域機関の機能を資源管理機能、管理主体、資源分配の3つの側面から分析すぺきニ

とを強調する。◎地域機関の設立、運営に係る経済的意味を整序したうえで、f制度の

経済学カテゴリーの理論からミクロ分析の手法を拡張して地域譏閲存在の包括的分析

を試みているニ．とっすなわち、漁業管理措置としての地域機関設立を「共同体的所雨．

権の侖J設」、加膃行同へのクオーター配分を「私的所有権の創設」とそれぞれ擬+fJし

てみて費用便益的検討を展開する。結諭として、地域機関における漁業管理の弔順と

して説明されたMSYの実現やレン卜の維持等のための内部諸統治、交渉や執行のメ

カニズム、不確尖性への対応を含む管理措置などを貨用便益的況点から検討してみる

のが地域機関の評価にとって有旋である、と思料される。◎北人西fで漁業機f瑚（N八

Iゞ O）とミナミマグロ保存管理委員会（CCSBT）の実態分析から、管讎+rttt胤の決

定と執´frに1瑚する地域機関評価の枠組みの仮説が妥当する側面をカ．するものである、

とうこと。

  地域機関における生態・環境側面の因子の投人、或いは非漁業国の地域機関への参

入の問題など複雑な要因を含む問題の検討は弓｜1途の課題としても、主論文は、内生的

論理では解明し得ない地域機関の設立と存在を制度の経済の概念適用を通して多面的

に検討しようとしたところにテーマ設定の独創性が認められる。また、地域機関の実

態分析を行った部分においても政策論的意義がある。

  以上により、申請者の研究成果は漁業経済、及び国際漁業関係の研究分野において

学問的、かつ政策的貢献度が高いと認められ．、審査員ー同は、東村玲子民が博士（水

産学）の学位を授与される十分な資格を有するものと認めた。


